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略語一覧 

 

略語 西／英名 和名 備考 

RET Adhoc Grupo Ad-Hoc de Reunion 

Especializadas de Turismo

観光特別会議アドホッ

クグループ 

メルコスール組織

CCT Comite de Cooperacion 

Tecnica del MERCOSUR 

技術協力委員会 メルコスール組織

CMC Consejo del Mercado Comun 共同市場審議会 メルコスール組織

EMBRATUR Brazilian Tourism 

Institute/ 

Empresa Brasileira de 

Turismo 

ブラジル政府観光局 ブラジル 

FOCEM Fondo de Convergencia 

Economica del MERCOSUR 

メルコスール構造基金  

GMC Grupo Mercado Comun 共同市場グループ メルコスール組織

JATA Japan Association of 

Travel Agents 

社団法人日本旅行業協

会 

 

JPMO MERCOSUR Tourism 

Promotion Office in Japan

メルコスール観光局プ

ロジェクト日本事務所 

 

MERCOSUR Mercado Comun del Sur 南米南部共同市場  

PDM Project Design Matrix プロジェクト・デザイ

ン・マトリックス 

 

PMO Project Management Office 

(Montevideo) 

メルコスール観光局プ

ロジェクト事務所 

 

PO Plan of Operation プロジェクト活動計画  

R/D Record of Discussion 協議議事録  

RET Reunion Especializadas de 

Turismo 

観光特別会議 メルコスール組織

 

SENATUR Secretaria Nacional de 

Turismo 

パラグアイ観光庁  
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１ 運営指導調査の概要 

 

１－１ 運営指導調査の経緯と目的 

 メルコスール1（南米南部共同市場、以下、「メ」）は、アルゼンチン、ブラジル、パラグ

アイ、ウルグアイの 4カ国が国際競争力強化を目指して、「アスンシオン条約」に基づいて

1995 年に発足した関税同盟である。「メ」加盟国政府は、観光開発を外貨獲得、地域間所得

格差の是正、雇用創出のための重要な手段と位置づけて観光開発に取り組んでおり、従来

の市場である北米や欧州から新規の市場、特に観光市場としてポテンシャルの高いアジア

地域の開拓を注目している。しかしながら、現状においては距離や情報不足等が制約要因

となり、同地域からの観光客数は小規模にとどまっている。また、観光振興の戦略として、

各国政府個別に取り組むよりも「メ」として共同で推進していくことが費用対効果の面か

ら優位と認識されているが、実態としては域内の協力活動は政策調整などに限られ、「メ」

全体としての観光振興を可能とする制度的な枠組みが整備されていない。 

以上のような状況を背景として、加盟 4 カ国は我が国政府に対して、日本市場を対象と

する観光振興の可能性を見極めることを主な目的とする研修の実施を要請し、2003 年 2 月

より独立行政法人国際協力機構（以下、JICA）の研修員受入事業として地域別特設研修が

実施された。同研修を通じて、メルコスール側の帰国研修員は、「日本を中心とするアジア

からの観光客の誘致を促進するメルコスールの観光振興」を上位目標とする 4 カ国合同の

プロジェクト案をとりまとめた。JICA は、2003 年 3月にプロジェクト形成調査団を 4カ国

に派遣して右プロジェクト案の背景や協力内容の妥当性等を確認し、同年 12月に「メ」側

より正式要請がなされた。これを受け、JICA は 2004 年 2月に事前評価調査を実施し、同年

10 月に「メ」加盟４ヶ国共同の観光振興の枠組みの構築、及びメルコスールにとって新た

な市場を対象とする観光振興のモデルの開発をプロジェクト目標としたメルコスール 4 カ

国代表と JICA との包括協議議事録（R/D）が署名された。2005 年 1月 14 日のメルコスール

観光特別会議（RET）の小委員会である RET アドホック会合の開催をもって、3 年間の技術

協力プロジェクト「メルコスール観光振興プロジェクト」を正式に開始した。 

今般、2006年 9月に本邦において実施した中間評価の結果を踏まえ、PDM および PO改訂

案および 2007 年度の活動内容について協議・合意するともに、プロジェクト終了後のメル

コスール観光局東京事務所（JPMO）の実施体制等について意見交換を行うために調査団を

派遣することとなった。 

 

 

                                            

1 ブラジル、アルゼンチン、ウルグアイ及びパラグアイの 4カ国の関税同盟として 1995 年 1 月 1日に発足

したもの。2006 年 7 月に議定書の署名によりにベネズエラの加盟が承認された。メルコスール（MERCOSUR）

とは、スペイン語の mercado（市場） comun（共同の）del sur（南の）の 3つの単語の頭文字をとったも

の。ポルトガル語では、mercado comun do sul。 
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１－２ 調査団構成 

佐々木十一郎 総括 JICA東京国際センター業務第２グループ長 

ラエルシオ・ブランコ 観光振興・マー

ケティング 

メルコスール観光局日本事務所（JPMO）所長 

松下 香 計画管理 JICA東京国際センター業務第２グループ 

経済開発チーム主任 

 

１－３ 日程 

 月日 行程 

1 20th Feb 火 成田→NY→ 

2 21st Feb 水 →ﾌﾞｴﾉｽｱｲﾚｽ 

JICA アルゼンチン事務所 

アルゼンチン外務省表敬 

日本大使館表敬 

3 22nd Feb 木 アルゼンチン観光庁次官表敬 

ﾌﾞｴﾉｽｱｲﾚｽ→アスンシオン 

4 23rd Feb 金 JICA パラグアイ事務所 

パラグアイ日本大使館表敬 

パラグアイ RET アドホックメンバー打ち合わせ 

パラグアイ外務省表敬 

パラグアイ観光庁長官表敬 

5 24th Feb 土 アスンシオン→イグアス 

6 25th Feb 日 イグアス→ﾌﾞｴﾉｽｱｲﾚｽ→モンテビデオ 

7 26th Feb 月 日本大使館表敬 

ウルグアイ外務省表敬 

ウルグアイ観光スポーツ省表敬 

モンテビデオ→サンパウロ→ブラジリア 

8 27th Feb 火 JICA ブラジル事務所 

日本大使館表敬 

ブラジル観光省・観光公社・外務省表敬 

9 28th Feb 水 RET アドホック会合 

10 1st March 木 RET アドホック会合 

ブラジリア→サンパウロ 

11 2nd March 金 サンパウロ警察表敬(技プロ実施機関) 

サンパウロ→ 
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12 3rd March 土 →（機中泊） 

13 4th March 日 →成田 

 

１－４ 主要面談者 

アルゼンチン  

Guillermo Brooks 観光庁副長官 

Mariana Navarro 観光庁キャビネットアドバイザー／ 

RET アドホックメンバー 

Alejandro Marcelo Varela 観光庁対外交渉コーディネーター／RET 委員 

Ana Cafiero 外務省国際協力局長 

Osvaldo A. Scasserra 外務省 CCT 委員 

渡邉 優 在アルゼンチン日本大使館公使 

長野 正嗣 在アルゼンチン日本大使館二等書記官 

古屋 年章 JICA アルゼンチン事務所所長 

永田 健 JICA アルゼンチン事務所次長 

山本ファンカルロス JICA アルゼンチン事務所次長 

野澤 俊博 メルコスール広域企画調整員 

佐藤 やよい JICA アルゼンチン事務所在外専門調査員 

  

パラグアイ  

Rosanna Cramer Campos パラグアイ観光庁長官 

Doris Penoni 観光庁ツアーオペレーション部長／ 

RET 委員兼 RET アドホックメンバー 

Patricia Aguilera ローカルコーディネーター 

秋山 修 パラグアイ観光庁／JICA シニアボランティア 

Nimia de Silva Boschert 外務省国際関係局長 

Rossy Elixabeth Riquelme 外務省 CCT 委員 

Juan Jose Veron 外務省職員 

飯野 建郎 在パラグアイ日本大使館大使 

宍戸 孝志 在パラグアイ日本大使館二等書記官 

Kaoru Yanagida 在パラグアイ日本大使館職員 

岩谷 寛 JICA パラグアイ事務所次長 

中川 岳春 JICA パラグアイ事務所所員 

  

ウルグアイ  

Liliam Kechichian 観光スポーツ省副大臣 
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Benjamin Liberoff 観光スポーツ省大臣顧問 

Gloria Campos 観光スポーツ省省令部長／ 

RET 委員／PMO コーディネーター・RET アドホックメンバー

Luis Iribarme 外務省 CCT 委員 

久山 慎一 在ウルグアイ日本大使館大使 

櫻井 健二 在ウルグアイ日本大使館一等書記官 

河合 恒二 PMO アドバイザー 

石濱 由実子 ウルグアイボランティア調整員事務所企画調査員 

三上 静香 観光スポーツ省／JICA シニアボランティア 

  

ブラジル  

Walfrido dos Mares Guia 観光省大臣 

Marcio Favilla Lucca de 

Paula 

観光省副大臣 

Airton Nogueira Pereira 観光省国家観光政策局長 

Ministro Joao Solano 観光省国際協力部長 

Pedro Wendler 観光省国際関係部長 

Jose Luiz Cunha 特別補佐官 

Patric Lottici Krahl 観光省国際局南米関係コーディネーター／ 

RET アドホックメンバー 

Andrea Guimaraes 観光省国際局職員 

Osorio Vilela Filho 観光省国際局職員 

Camila Tiussu 観光省国際局職員 

Luiz Henrique da Fonseca 外務省国際協力庁長官 

Paulo Peixoto 外務省国際協力庁 CCT 委員 

Geraldo Bentes ブラジル観光公社官房長官 

Jaqueline Gil ブラジル観光公社新市場部長 

Georthon Branquinho ブラジル観光公社／ローカルコーディネーター候補 

島内 憲 在ブラジル連邦共和国日本大使館大使 

酒井 了 在ブラジル連邦共和国日本大使館二等書記官 

近藤 健 在ブラジル連邦共和国日本大使館二等書記官 

小林 正博 JICA ブラジル事務所所長 

後藤 菜穂 JICA ブラジル事務所所員 

駒沢 二明 JICA ブラジル事務所所員 

＜ブラジル警察プロジェクト関係者＞ 

Jose Roberto Martins サンパウロ州軍警察総司令官 
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Marques 

Luiz de Castro Junior サンパウロ警察指令本部 

Jackson Justus サンパウロ警察指令本部 

石井 孝 JICA長期専門家／警視 

平塚 雅康 JICA短期専門家／大阪府淀川警察署警部 

 

２ 調査総括 

 

 2006年 9月の中間評価の結果を踏まえ、各国 RET アドホックメンバーが観光省内外との

調整を積極的に図った結果、次のような具体的な成果が現れ始めてきた。 

1) 2006年 10月 25 日、メルコスール観光大臣会合において本プロジェクトをメルコス

ールとして継続実施することとし、年間 50万ドルを各国への日本人観光客数の割合

に応じて負担することが口頭合意された。 

2) 2007 年 1 月 19 日、ラエルシオ・メルコスール観光局日本事務所（JPMO）所長がブ

ラジル政府の経費負担により来日した。 

3) 2007 年 2 月 14 日、ルイサ氏（パラグアイ研修員）の後任としてモニカ氏（ウルグ

アイ研修員）が来日した。 

 

 一方、本プロジェクトの終了を 2008 年 1 月 13 日に迎えるにあたり、メルコスール側が

観光振興のためメルコスール観光局（以下、PMO-JPMO）を継続的に運営するためには、上

記観光大臣合意を実務的に進めることが急務であり、この点に特に留意し今回の調査を進

めた。その結果、各国の観光大臣（ブラジル及びパラグアイは大臣／長官、ウルグアイ及

びアルゼンチンは副大臣／副長官）からは、口頭合意の内容は確実に実現する所存であり、

近々に書面合意2を得る予定である旨の表明がなされた。特に、年間 50 万ドルの 70％以上

を負担するブラジル観光大臣は、プロジェクトを高く評価し、本プロジェクトの終了後の

JICA による何らかの支援（フェーズ２）を期待するものの、メルコスール側による JPMO の

継続は不可欠であり絶対に存続させる所存である旨、強調された。 

 大臣合意を実務的に進めるコアとなるアドホックメンバーとの協議では、次のような手

続きを執ることが確認された3。 

1) 大臣の書面合意を下に、メルコスール共同市場グループ（GMC）4に本プロジェクトの

                                            

2 書面合意は、アルゼンチンとウルグアイ間の人的交流に関する条文に修正依頼がありペンディングとな

っているが、修正案分に両国大臣が合意する目処が立ったため近日中に署名合意がなされる予定との見解

がウルグアイ観光省次官から示された。 
3 運営指導調査の後、メルコスール側関係者間で具体的手続きについて協議が行われ、結果的にここで確

認されたものと異なる手続きがとられた項目もある。詳細は、第 2 部（終了時評価）参照。 
4 メルコスール組織において、観光特別会議（RET）、技術協力委員会（CCT）の上部に位置づけられてい

る委員会であり、実質的なメルコスールの最高意思決定機関。構成メンバーは、各国からの正式
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運営体制について認可申請を行う。 

2) 同運営体制の申請は、メルコスール事務局内に本プロジェクトのための基金を設け、

観光促進を目的とするメルコスール日本事務所を設置する長期案と、駐在員事務所

（就労ビザを事務所代表が取得）として設置する短期案等とで構成する。 

3) GMC は、申請内容について外部調査を含め妥当性を検証し、認可する。 

4) 2007 年 6 月に予定されている観光大臣会合で、GMC の認可内容を実務的に実施するた

めの各国の責任と役割分担を確認する。 

5) 同大臣合意に従って、実務的な実施プロセスを履行する。 

 

 上記のメルコスール事務局日本事務所を設置する長期案については、メルコスールとい

う地域連合の出先機関を日本に設けることを意味し、したがって、そのためには特権条項

等を含めた外交交渉が必要となると思われるため、2008 年 1 月以降というタイミングを踏

まえると現実的な案とはならない。したがって、当面は駐在員事務所として設置する短期

案で、事務手続きを進めることが妥当である旨、調査団として各国アドホックメンバーに

申し入れを行った。アドホックメンバーとしては、短期案で対応するとしても、そのため

の資金手当ての方法については、メルコスール事務局内に基金を設け管理することを第一

プライオリティーとして検討したいとの意向が示された。この根拠としては、メルコスー

ル事務局内にメルコスール開発構造基金（Fondo para la Convergencia Estructural del 

MERCOSUR：FOCEM）という一億ドルの基金5が既に設置され、その基金を下に 8つのプロジェ

クトが認可され実施に移行している実績があることから、同事務局はアドホックメンバー

に対し、本プロジェクトのための基金の設置についてもその可能性は高いと示唆したこと

がある。 

 

 以上については、アドホックメンバーが主体的に進めていくこととなるが、PMO-JPMO 間

の連絡調整を密にするとともに、河合専門家、野澤広域企画調査員、及びウルグアイ調整

員事務所を含む各国 JICA 事務所による適切なフォローが肝要となる。また、各国の日本大

使館に適宜情報提供し助言を求めることも必要となる。 

 

 今回調査の訪問先である各国の観光省とともに外務省において、本プロジェクトは高い

評価を得ていることが確認された。外務省においては、1995 年に創設されたメルコスール

という枠組みが、「観光促進」という側面から具体的に強化されてきている旨が表明された。

                                                                                                                                

な代表者（省庁の次官級クラス）4名および副代表 4名からなり、外務省、経済省、財務省、中央銀行か

ら選出される。 
5 GNI 比率に基づき 4カ国が資金を分担し（ブラジル 70％、アルゼンチン 27％、ウルグアイ 2％、パラグ

アイ 1％）、域内格差を是正するためのプロジェクトを実施するもの。同基金によりパラグアイで 5プロジ

ェクト、ウルグアイで 3プロジェクトの実施が認可されている（2007 年 2 月 26 日、ウルグアイ外務省で

の協議による）。 
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広域協力であり、アクターが多岐に亘る複雑さはあるものの、本プロジェクトでは、アド

ホックメンバーがこれまで約 20回に亘り会合を開催し、プロジェクトの進捗確認、意思決

定、情報共有等がなされてきており、この様な事例は他の分野ではみられない。また、観

光省でも、本プロジェクトとの直接的な因果関係は確認できないとしながらも、日本人観

光客の数は、2002 年に比し 2005 年では 6割以上の伸び6を示しており、PMO-JPMO における

地道な活動が徐々に成果を現しているものであると評価された。このような背景から、メ

ルコスール各国政府内では、観光大臣合意を実現させていこうとする機運は高まっており、

法的な根拠を明確にする必要がある等の難題はあるものの、残された 1 年弱の期間、プロ

ジェクト目標である「メルコスールの関連制度・施策と実施体制が強化される」及び「新

興市場を対象とする観光振興の実効的手法が開発される」を達成するために、引き続き JICA

が関係諸機関の協力を得て、適切にサポートすることが必要である。 

 

３ 協議結果 

 

（１）各国観光大臣等との面談結果 

 各国観光大臣等と調査団との面談において、2006年10月の観光大臣会合の合意事項（JPMO

継続運営のためにメルコスール加盟各国が年間 50万ドルを拠出すること）は近日中に書面

にて合意されること、各国ともメルコスール観光局日本事務所の存続には強い意向を持っ

ていることが確認された。 

 

（２）RET アドホック会合協議事項について 

 2007 年 2月に開催された RET アドホック会合での議論を踏まえ、メルコスール側より日

本側に対して JATA世界旅行博への民間参加の要望が示され、同旅行博においては商談スペ

ースを設けるよう考慮することを合意した。なお、日本側より、民間が研修に参加する場

合にはコストシェアが条件であることを説明し、詳細な条件は継続協議することになった。 

 

（３）中間評価における提言に対する対応状況 

 2007 年 1 月の JPMO 所長の着任以降、PMO と JPMO のコミュニケーションは改善されつつ

あるが、今後も原則中間評価での合意事項に沿って PMO－JPMO 間で連絡・報告を行うこと

を合意した。ウルグアイの PMO 機能強化に関しては、依然としてローカルコーディネータ

ー（以下、LC）不在状況にあるため、ウルグアイは早急に対策をとることを合意した。 

 

（４）PDM・PO の改定 

 PDM については、プロジェクトの要約は修正せず、プロジェクト目標・成果に対する指標

                                            

6
 2002 年の 54,587 人に対し、2005 年は 89,201 人（各国政府データによる）。 
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および入手手段の見直しを行った。協議の結果、プロジェクト目標２に対する指標「新規

市場に対する観光振興モデルとしてのガイドラインの承認」を、プロジェクト内容に即し

た具体的な指標として「観光振興のマスタープランの承認」に変更することなどについて

合意した。右マスタープランは、プロジェクト終了後のメルコスール観光局の運営方針、

実施体制、活動計画案、各種プロモーション活動のマニュアルなどを内容とするもので、

JPMO が案を作成し、RET アドホック会合の承認をえることになる。 

PO については、各 PO 活動項目に対する指標についても数値目標を設定した。 

 

（５）2007 年度活動計画 

 JPMO が事前に作成した活動計画案が提示され、案のとおり合意した。主な活動としては、

セミナー（ブラジル EMBRATUR との共催を含む）、研修旅行（各国 2回）、ホームページの改

定、JATA世界旅行博出展、マスタープラン作成に必要となる調査などを実施する。 

 

（６）終了時評価について 

 基本的には 2007 年 9月の本邦研修時（JATA世界旅行博に合わせて実施予定）に日本にお

いて実施することとするが、2007 年 6 月に予定されている観光大臣会合の結果によっては

時期・場所を見直すこと（同年 12月ごろにメルコスールにおいて実施する方向で調整）を

合意した。 

 

（７）プロジェクト終了後のメルコスール観光局運営体制について 

 RET アドホックグループは、観光局設立および基金設立の方策等についてメルコスール事

務局との協議を開始しており、今後は事務所および基金設立にかかる申請を GMC に提出し、

GMC の承認を得たものを 2007 年 6 月の観光大臣会合で審議、承認を得る予定であるとの説

明があった。 

 

４ 今後の検討課題 

 

 今次調査においては、メルコスール側からプロジェクト終了後の自立的な観光局設立・

運営に対する意向が確認されたが、日本側のフェーズ２協力に対する期待も示された。右

要望に対し、調査団からは終了時評価の結果を踏まえて協力の可能性を検討する旨回答し

ている。協力を実施する場合には、メルコスール側での意思決定プロセス、本プロジェク

トおよび他の対メルコスール協力にかかる国際約束締結手続きなどを踏まえ、プロセスを

整理する必要がある。 
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面談記録 

 

 ２００７年２月２１日（水）15：30〜16：20 

訪問機関名 アルゼンチン外務省国際協力局  

場所 アルゼンチン外務省内会議室（アルゼンチン・ブエノスアイレス市） 

出席者 

(所属/氏名) 

＜アルゼンチン外務省側＞ 

Ana Cafiero 国際協力局長 

Osvaldo Scasserra メルコスール技術協力委員 

＜日本側＞ 

運営指導調査団： 

佐々木 十一郎 JICA 東京業務第二グループ長 

松下 香 JICA 東京業務第二Ｇ 経済開発チーム主任

Laercio Branco JPMO 所長 

PMO： 

河合 恒二 プロジェクト専門家 

Gloria Campos ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ ｳﾙｸﾞｱｲ観光省 

JICA アルゼンチン事務所： 

山本フアンカルロス 次長 

野澤 俊博 広域企画調査員 

佐藤 やよい 在外専門調整員 

協議内容 （佐々木団長） 

昨年の９月に実施された中間評価の結果に基づき、１０月の観光大臣会議

では、プロジェクト終了後の JPMO の継続、維持について協議され、その結果、

各国の日本人旅行者訪問数に応じてJPMOの運営経費をコストシェアすること

で合意されたと聞き、心強く思っている。今後は、「メ」が JPMO の機能を引

き継ぐために必要な事務手続きを、誰がいつまでに行うのかを決める必要が

ある。我々は、その手続きを進めるための支援をしていく所存である。 

本年１月にJPMO所長が配置されてから、プロジェクトは順調に進んでいる。

今月１６日には、民間約６０業者を対象に官民連携協議会を開催したが、そ

の際には、JPMO 所長がブラジル、元アルゼンチン民間コーディネーターで 2

月から JPMO のアシスタントアドバイザーを務める池谷氏がアルゼンチン、研

修員のモニカ氏がウルグアイ、ルイサ氏がパラグアイと、それぞれが「メ」

各国の見所を紹介した。プロジェクト終了後も引き続き、４カ国の緊密なコ

ーディネーションの下、活動が継続されることを期待する。 

 

（カンポス・プロジェクトコーディネーター） 

JPMO 所長が派遣されてからはコミュニケーション不足も改善され、プロジ

ェクト終了後のことを考えていくための環境が整備されたといえる。すでに、

観光大臣会議では JPMO を維持・継続していくことで合意されているので、具

体的にどのような形で続けていくのかを今後検討していかなければならな

い。 

 

（ラエルシオ JPMO 所長） 

本年 1月に JPMO 所長として日本に派遣され、大使館や民間企業から大変温

かく迎えられた。現在、来年度の活動計画の作成、及び来年以降「メ」が JPMO

の機能を継続するために必要な手続き等の情報収集を行っている。活動計画

及び調査結果は、今後 PMO に提出する。 

 

（佐々木団長） 
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アルゼンチンへの日本人旅行者数は増加傾向にある。旅行者総数に対する

日本人の割合はわずか１％であるが、その伸び率は高い。プロジェクト活動

がどこまでこの数値に直接影響しているかはわからないが、いずれにしても

「メ」４カ国の活動は効果をあげてきているといえる。 

 

（スカセラ CCT委員） 

JPMO への問い合わせ件数は増えていると聞いている。これは、日本人のメ

ルコスールに対する関心が高まっていることを示していると言えるだろう。

 

（佐々木団長） 

2005 年 7月に亜国観光庁長官が JPMO を訪問した際に、本プロジェクトの重

要性について言及された。来年以降の JPMO の維持、継続を可能にするために

は、外務省及び在京大使館の支援が必要なので、ご協力願いたい。 

 

（カフィエロ国際協力局長） 

プロジェクトが順調に進んでいると聞き嬉しく思う。日本がドナーとして、

「メ」４カ国間で協議、調整しながらプロジェクトを進めていく機会を設け

てくれたこと、また、４カ国間で調整していくことが大変であることを理解

し、それを踏まえて対応してくれていることに感謝している。 

「メ」側が来年以降 JPMO を継続していくための体制を確立することが最重

要課題であると認識しているが、フェーズ II における JICA の投入は、どの

ようなものが想定されるのかうかがいたい。 

 

（佐々木団長） 

フェーズ II は、フェーズ I の結果に基づいてその実施の可能性を検討する

ことが R/Dに明記されている。昨年の中間評価時には、終了時評価は今年の 6

月頃に行うことで合意したが、今回のアドホック会合では、もう少し時期を

遅らせ、プロジェクトの成果が確実に出る頃に実施することを提案したいと

考えている。 

フェーズ II に関しては、JPMO と PMO が「メ」のオーナーシップによって維

持できることが確実になれば JICA として何ができるか協議する。ただし、規

模的にはフェーズ I よりはかなり縮小される。「メ」が JPMO に 50万ドルの運

営経費を割り当てることで合意しているので、JICA はそれ以外でどんな投入

ができるかを検討する。 

 

（スカセラ CCT委員） 

以下３点コメントしたい。 

１）本プロジェクトは関係者が多く調整が大変であり、コニュケーション不

足の問題も指摘されている。JPMO の継続・維持は、在京大使館が関心を示さ

なければ順調には進まないため、CCT委員としても、情報交換、コミュニケー

ションの円滑化に努力する。 

２）JPMO は「メ」域外にあるため、その活動の成果が「メ」側には見えにく

い。「メ」の承認機関である GMC の支援を引き続き得るためにも、GMC に対し

て JPMO での活動成果を PRする必要がある。 

３）2008年 1 月以降も「メ」主導で活動を続けることは、観光大臣レベルで

決定されているものの、JICA には、JICA 主導から「メ」主導に移管するまで

の過渡期におけるフォローアップの可能性を検討してほしい。 

 

（佐々木団長） 

１）JPMO、PMO 間の情報の共有化、コミュニケーション不足については、JPMO
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所長が着任したことで改善された。 

２）活動成果の PRに関しては、日本側では官民によって構成される協議会を

設置している。こうした協議会設置も活動 PRのひとつの方法であると考える。

「メ」側で GMC に活動報告をすることは重要であり、今回のアドホック会合

で提案し、「メ」側における活動成果の PRを活性化させたい。 

３）フェーズ II の実施までには、その手続きに時間がかかること、また早期

に実施が確定したとしても、協力開始は早くても年度始めの 4 月になること

をご承知おきいただきたい。 

現在、JICA は、協力分野の選択と集中化を進めている。「メ」各国がどの分

野を重点分野とするかが、フェーズ II の採択の可否を左右する。観光振興は、

雇用増進による貧困削減に寄与するので、その重要性を各国の ODA タスクフ

ォースでも強調してほしい。 

以上

収集資料 特になし 
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日時 ２００７年２月２２日（木）10：30〜11：20 

訪問機関名 アルゼンチン観光庁 

場所 アルゼンチン観光庁（アルゼンチン国、ブエノスアイレス市） 

面談者 

(所属/氏

名) 

＜アルゼンチン観光庁側＞ 

Guillermo Brooks 総務次官 

Mariana Navarro アドホック委員 

Alejandro Varela RET委員 

＜日本側＞ 

運営指導調査団 

佐々木 十一郎 JICA 東京業務第二グループ長 

松下 香 JICA 東京業務第二Ｇ 経済開発チーム主任 

Laercio Branco JPMO 所長 

PMO 

 河合 恒二 プロジェクト専門家 

Gloria Campos ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ ｳﾙｸﾞｱｲ観光省 

JICA アルゼンチン事務所 

 山本フアンカルロス 次長 

野澤 俊博 広域企画調査員 

佐藤 やよい 在外専門調整員 

協議内容 高速道路で発生した交通事故による道路渋滞により、Meyer 長官が会議に間

に合わなかったため、代理として次官が対応。 

 

冒頭、ブロックス次官から歓迎の挨拶、佐々木団長から前夜の観光庁主催の

夕食会への謝辞を述べたあと、意見交換を行った。 

 

（アレハンドロ RET委員） 

来年以降の「メ」側による JPMO の運営維持に関しては、亜国外務省と連携し

てプロジェクトが円滑に進むよう調整を行っている。懸案事項である観光大臣

会議の議事録への亜国観光長官署名については、現在、その署名に向け外務省

とともに作業を進めているところである。他の 3カ国においても、2008年１月

以降のプロジェクトの枠組みを作るため、各国外務省と連携し、4 カ国で話し

を進めていく。 

フェーズⅡについては、終了時評価の結果に基づき、具体的な協力内容が決

まると思うが、いずれにしても、JICA には来年以降も何らかの支援を願いたい。

 

（佐々木団長） 

昨年９月に実施された中間評価の結果に基づき、観光大臣会議において JPMO

の継続・維持が合意されたことに感謝している。特に「メ」４大臣が、各国の

日本人旅行者訪問数に応じて負担を分配し、年間計５０万ドルの運営経費を支

出することに合意したことは、プロジェクトにとって大きな前進であり、非常

に重要なコミットメントであると認識している。 

本年１月にはブラジルから JPMO の所長、２月にはウルグアイから研修員が派

遣され、プロジェクトの円滑な実施に向け、具体的な行動が進められている。

また 2 月からは以前アルゼンチンの民間コーディネーターを務めていた池谷氏

が JPMO にアシスタントアドバイザーとして加わった。長官からは池谷氏の民間

コーディネーターとしての活動を評価する書簡を頂き、大変嬉しく思っている。

パラグアイの研修員ルイサ氏と合わせ、各国の観光に精通したメンバーがそ

ろい、JPMO はより機能的になり、今月１６日に実施した、民間約６０業者を対

象にした「メルコスール官民連携協議会」では、それぞれが「メ」各国の見所
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を紹介した。 

日本では今年から団塊の世代が定年に入る。団塊の世代は約 800万人に上り、

この世代はまだ年金で余裕のある生活ができるため、そのポテンシャルは高い。

現在「メ」を訪れる日本人旅行者数は 10万人に満たないが、今後こうした定年

者の増加により、日本人旅行者が増える可能性は非常に高いと考える。こうし

た意味でも、本プロジェクトは大変時機を得たものであり、プロジェクト終了

後も「メ」が JPMO を維持・継続することを期待する。 

 

（ブロックス次官） 

大変興味深いデータである。日本人旅行者数の増加には、フライトも大きく

関係してくるだろう。 

 

（ラエルシオ JPMO 所長） 

現在、各航空会社を回り、プロジェクトへの協力を求めているところである。

アメリカン航空と日本航空では、特別料金の設定に向けて話を進めている。ま

た、LAN 航空では、日本への観光プロモーションを強化しているペルーから、

「メ」へのフライトがあるため、同社が主催するペルー観光プロモーションセ

ミナーに「メ」が参加できるよう交渉中である。 

「メ」は日本から距離的に遠いため、フライト時間が短いことが重要なポイ

ントとなる。 

 

（佐々木団長） 

JPMO 所長は、民間企業とも積極的にコンタクトをとり、活動を進めている。

プロジェクト終了後もこうした活動を継続されることを期待する。 

今後、他の３カ国を回り、ブラジリアで行う RET アドホック会合では、残り

の期間の活動とプロジェクト終了後のことについて協議する。アドホック委員

には、観光大臣による政治的な決断に基づき、実務面を進めていくための作業

に取り組んでいただきたい。 

早い段階で JPMO 運営維持について書面による合意がなされれば、JICA がフ

ェーズ II として支援を継続するための材料となる。現在の JPMO 事務所を継続

して借りる場合は、10月までには契約更新を誰がどのように行うのかを確定す

る必要がある。 

今回実施されるアドホック会合の結果報告に基づき、長官及び次官には是非

後押しを願いたい。 

 

以上

収集資料 特になし 
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日時 ２００７年２月２３日（金）14：00-14：30 

訪問機関名 パラグアイ外務省国際関係局 

場所 パラグアイ外務省内会議室（パラグアイ・アスンシオン） 

出席者 

(所属/氏

名) 

＜パラグアイ側＞ 

Nimia da Silva Boschert 外務省国際関係局長 

Rossy Elixabeth Riquelme 外務省メルコスール技術協力委員 

Juan Jose Veron 外務省職員 

＜日本側＞ 

運営指導調査団： 

佐々木 十一郎 JICA 東京業務第二グループ長 

松下 香 ICA 東京業務第二Ｇ 経済開発チーム主任 

Laercio Branco JPMO 所長 

PMO： 

河合 恒二 プロジェクト専門家 

Gloria Campos ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ ｳﾙｸﾞｱｲ観光省 

JICAパラグアイ事務所 

 中川 岳春 所員 

協議内容 要旨： 

（ボスチェット国際関係局長） 

本プロジェクトは、メルコスールにとって統合の観点から大変重要なもので

ある。外務省はパラグアイ観光庁（SENATUR）と緊密に連携をとっており、2007

年度の活動内容などについて協議している。プロジェクト終了後のことについ

てもともに検討していく所存である。 

本プロジェクトにより、ルイサ・モリカイ氏のような若い人材の能力開発が

図られたことはパラグアイにとって大きな収穫である。今後、日本の協力によ

る成果を積極的に活用していきたい。 

 

（佐々木団長） 

本プロジェクトは、日本が主な活動の場であるという点で特殊ではあるが、

メルコスールによる試みの成功事例にしたい。 

本年１月に JPMO 所長が着任してから、プロジェクトは順調に進んでいる。課

題はあるが、JPMO をメ側として開設し機能させるというプロジェクトの目的に

対し、今後の模範となるような成果がまとめられることを期待する。 

 

（カンポス・プロジェクトコーディネーター） 

プロジェクト終了後のJPMOの運営方法については RETアドホックグループの

中でも議論している。昨年 10月の観光大臣会合での合意を踏まえて、メルコス

ール４カ国による共通基金を創設し、渡航者数に応じて各国の負担割合を決め

る方向で調整している。基金については、メルコスール事務局から前向きな回

答を得ている。メルコスールとして地域外に事務所を設立するのは初めての試

みであるため、事務所の法的ステイタスなどについて整理が必要と認識してい

る。 

 

（ロシーCCT委員） 

 メルコスール各国の在京大使館との連携強化が重要である。 

 

以上

収集資料 特になし 
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日時 ２００７年２月２３日（金）15：00-16：00 

訪問機関名 パラグアイ観光庁 

場所 パラグアイ観光庁長官執務室（パラグアイ・アスンシオン） 

出席者 

(所属/氏

名) 

＜パラグアイ側＞ 

Rosanna Cramer Campos パラグアイ観光庁長官 

Doris Penoni パラグアイ観光庁ﾂｱｰｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ部長 

 ／RETアドホックメンバー 

Patricia Aguilera パラグアイ・ローカルコーディネーター 

＜日本側＞ 

運営指導調査団： 

佐々木 十一郎 JICA 東京業務第二グループ長 

松下 香 JICA 東京業務第二Ｇ 経済開発チーム主任

Laercio Branco JPMO 所長 

PMO： 

河合 恒二 プロジェクト専門家 

Gloria Campos ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ ｳﾙｸﾞｱｲ観光省 

JICAパラグアイ事務所 

中川 岳春 所員 

協議内容 要旨： 

（カンポス観光庁長官） 

 昨年 8月に民間から着任したが、プロジェクトについてはパラグアイ RETア

ドホックメンバーから説明を受けている。メルコスールにとって重要な観光セ

クターへの協力に対して JICA に感謝申し上げる。 

 

（佐々木団長） 

 昨年９月に実施された中間評価の結果に基づき、観光大臣会議において JPMO

の継続・維持が合意されたことに感謝している。特に「メ」４大臣が、各国の

日本人旅行者訪問数に応じて負担を分配し、年間計５０万ドルの運営経費を支

出することに合意したことは、プロジェクトにとって大きな前進であり、非常

に重要なコミットメントであると認識している。 

パラグアイに関しては、OJT 研修員として 1年 10ヶ月あまり活動したルイサ・

モリカイ氏が近々帰国する。JICA としては同氏の研修は貴重な投入ととらえて

おり、帰国後もプロジェクトの発展のために貢献することを期待している。 

 

（ラエルシオ JPMO 所長） 

 本年１月の着任以降、日本の航空会社と意見交換をしている。南米のディス

ティネーションのうち渡航者数が多いペルー（年間約３万人）とメルコスール

とを組み合わせることなどを検討している。メルコスール観光局の HP について

もより商業的なものに改編する予定である。 

 

（カンポス観光庁長官） 

本プロジェクトはメルコスールとわが国にとって大変重要なものと認識して

おり、JPMO 継続のための予算は確保する考えである。 

パラグアイにおける観光セクターでは、観光振興計画策定、SME 支援（アメ

リカ開発銀行による協力）、統計整備、道路標示、5ヶ国語の観光マテリアル作

成、国際展示会への出展などの実施を計画している。観光セクター向けの予算

については、空港使用料の一定割合（空港使用料 25ドルのうちの 6ドル）が割

り当てられているが、予算執行率を上げて実績を示すことで予算を確保してい

く。自分が大臣として着任してから、予算執行率を 45％から 92％まで高めてい
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る。今後さらに努力し、予算確保につなげたい。 

 

以上

収集資料 特になし 
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日時 ２００７年２月２６日（月）11：00-11：30 

訪問機関名 ウルグアイ外務省 

場所 ウルグアイ外務省会議室（ウルグアイ・モンテビデオ） 

出席者 

(所属/氏

名) 

＜ウルグアイ側＞ 

Luis Iribarme 外務省 CCT委員 

＜日本側＞ 

運営指導調査団： 

佐々木 十一郎 JICA 東京業務第二グループ長 

松下 香 JICA 東京業務第二Ｇ 経済開発チーム主任

Laercio Branco JPMO 所長 

PMO： 

河合 恒二 プロジェクト専門家 

Gloria Campos ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ ｳﾙｸﾞｱｲ観光省 

JICAウルグアイ調整員事務所 

石濱 由実子 企画調査員 

協議内容 要旨： 

（佐々木団長） 

 昨年９月に実施された中間評価の結果に基づき、観光大臣会議において JPMO

の継続・維持が合意されたことに感謝している。特に「メ」４大臣が、各国の

日本人旅行者訪問数に応じて負担を分配し、年間計５０万ドルの運営経費を支

出することに合意したことは、プロジェクトにとって大きな前進であり、非常

に重要なコミットメントであると認識している。 

 

（イリバルメ CCT委員） 

 中間評価において、PMO と JPMO 間のコミュニケーションの問題が指摘された

と聞いているが、現状はいかがか。 

 

（カンポス・プロジェクトコーディネーター） 

 本プロジェクトの実施に当たっては、メルコスール４カ国間の協調と、４カ

国と日本との協調が求められる。言葉の壁もあって大変難しいが、時間ととも

にコミュニケーションは改善されてきた。特に、本年１月の JPMO 所長着任以降

は成果が見られる。このメルコスールの協調の経験は、他の分野でも生かせる

ものと考えている。 

 

（ラエルシオ JPMO 所長） 

 本年１月の着任以降の活動状況について報告したい。着任以降、日本航空

（JAL）、アメリカン航空（AA）、ラン航空（LAN）などと打合せを持ち、パッケ

ージツアー造成の可能性などについて協議している。JAL はパッケージツアー

をあまり展開していない。AA はダラス経由でメルコスールまで 26 時間程かか

るが、パッケージ向けに席をブロックしてくれるなどの点で利点がある。LAN

は日本人渡航者が多いペルーとメルコスールとをつなげるツアーが考えられ

る。 

観光プロモーションの一環として、JATA 出展、HP の拡充などを行っているが、

ウルグアイに関してはワインの日本語ラベルの作成を行った。 

 

（イリバルメ CCT委員） 

今後の戦略と持続性について確認したい。 

 

（カンポス・プロジェクトコーディネーター） 
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 昨年 10 月のメルコスール観光大臣会合において、2008 年 1 月のプロジェク

ト終了後も「メ」が JPMO を継続・維持すること、年間 50万ドルの予算措置が

なされることが合意された。大臣会合合意事項は文面で署名合意されていない

状況だが、近日中には署名される予定である。先月のアドホック会合の機会に

は、メルコスール事務局と打合せを持ち、予算の運用などについて議論した。

「メ」としては初めての域外の事務所であるが、メルコスール事務局からは前

向きな見解が示された。 

 

（イリバルメ CCT委員） 

 フェーズ II に関しても、日本からの何らかの協力を得られるのか。 

 

（カンポス・プロジェクトコーディネーター） 

 本プロジェクトの R/Dには「フェーズ I」とあり、フェーズ IIもあるものと

理解している。JPMO が一時的にでもなくなることは避けたい。「メ」の運営体

制が確立するまでの移行期間は日本の協力が得られることを期待している。 

 

（佐々木団長） 

 JICA としては、JPMO の事務所予算を手当するのは難しい。「メ」側で予算措

置の方策を検討いただきたい。 

 

（イリバルメ CCT委員） 

 自分は担当ではないため詳細は承知しないが、「メ」には「Fondo de 

Convergencia Estructural del Mercosur (FOCEM)」という開発予算がある。各

国の GDP に応じて、ブラジル：アルゼンチン：ウルグアイ：パラグアイ＝70：

27：2：1 という割合で負担金を拠出している。1ヶ月前に 8つのプロジェクト

が大統領により承認された。うち 5 つがパラグアイ、3 つがウルグアイのもの

である。 

 

（佐々木団長） 

 大変参考になる情報をいただき、感謝申し上げる。 

以上

収集資料 特になし 
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日時 ２００７年２月２６日（月）13：30-14：00 

訪問機関名 ウルグアイ観光スポーツ省 

場所 ウルグアイ観光スポーツ省会議室（ウルグアイ・モンテビデオ） 

出席者 

(所属/氏

名) 

＜ウルグアイ側＞ 

Liliam Kechichian 観光スポーツ省副大臣 

Benjamin Liberoff 観光スポーツ省大臣顧問 

Gloria Campos ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ／省令部長 

＜日本側＞ 

運営指導調査団： 

佐々木 十一郎 JICA 東京業務第二グループ長 

松下 香 JICA 東京業務第二Ｇ 経済開発チーム主任

Laercio Branco JPMO 所長 

PMO： 

河合 恒二 プロジェクト専門家 

JICAウルグアイ調整員事務所 

石濱 由実子 企画調査員 

協議内容 要旨： 

（佐々木団長） 

 PMO に対する貴省の対応に感謝申し上げる。 

 昨年９月に実施された中間評価の結果に基づき、観光大臣会議において JPMO

の継続・維持が合意されたことに感謝している。特に昨年 10月に開催されたメ

ルコスール観光大臣会合において、「メ」４大臣が、各国の日本人旅行者訪問数

に応じて負担を分配し、年間計５０万ドルの運営経費を支出することに合意し

たことは、プロジェクトにとって大きな前進であり、非常に重要なコミットメ

ントであると認識している。 

 貴省におかれては、速やかに先般の大臣会合の議事録が署名されるようお願

いしたい。また、プロジェクト終了後の事務所体制確立に向けて、他省庁やメ

ルコスール事務局などへ積極的に働きかけていただけることを期待している。

 

（ケチチアン副大臣） 

 大臣署名は近日中に行われるであろう。各省との連携についても働きかけを

行っていく。 

 

（カンポス・プロジェクトコーディネーター） 

 先日、RET アドホックメンバー（ブラジル・アルゼンチン）とともにメルコ

スール事務局と打合せをおこなった。基金設立・運用については、先例（FOCEM）

もあるので可能、との見解が示された。事務所の法的ステイタスについては、

域外にはじめての出先機関であり、大臣合意が条件との回答を受けている。 

 

（リベロフ大臣顧問） 

 近年、JAL は南米便を減らしている。渡航者が伸びないのは航空会社にも問

題がある。日本からメルコスールにより多くの観光客が来るよう、日本政府と

して JAL と話をしてほしい。観光目的の訪問だけでなく、第二の人生を過ごす

という案を PR してはいかがか。 

 またフェーズ２もついても JICA の協力に期待したい。 

 

（佐々木団長） 

 JAL の件については、政府が直接民間企業に働きかけることはできない。本

プロジェクトについては、支援委員会のオブザーバーでもある国土交通省と常
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に情報を共有し協力関係を保っている。「第二の人生」のアイデア関しては、先

行するものとしてマレイシアの「Second home program」があり、医療制度やリ

クリエーションなどを整備し、1,000 人以上の訪問者を得ている。 

 フェーズ２については、まずフェーズ１の目標を達成することが条件となる。

その上でメ側からの要請を受けて日本政府として採否を検討することとなる。

フェーズ１の活動の成果を上げるためにも、ウルグアイにおいて未だ配置され

ていないローカルコーディネーター（LC）を速やかに傭上し、観光プロモーシ

ョン活動が進められるよう対応願う。 

  

以上

収集資料 ウルグアイ渡航者データ 
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日時 ２００７年２月２７日（火） 

訪問機関名 ブラジル観光省 

場所 ブラジル観光省会議室（ブラジル・ブラジリア） 

出席者 

(所属/氏

名) 

＜ブラジル側＞ 

WALFRIDO MARES GUIA 伯観光大臣 

MARCIO FAVILA 伯観光省次官 

AIRTON NOGUEIRA PEREIRA 伯観光省国家観光政策局長 

PEDRO WENDLER 国際関係部長 

PATRICK KRAWL 国際局南米関係コーディネター 

GERALDO BENTES ブラジル観光公社官房長官 

LUIZ HENRIQUE PEREIRA ブラジル国際協力庁長官 

PAULO PEIXOTO ブラジル国際協力庁特別協力課長 

＜日本側＞ 

運営指導調査団： 

佐々木十一郎      JICA 東京業務第二グループ長 

Laercio Branco  JPMO 所長 

PMO： 

Gloria Campos ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ ｳﾙｸﾞｱｲ観光省 

JICA ブラジル事務所 

駒澤 二明 所員 

協議内容 要旨： 

観光大臣： 

・ 本件協力の実施により、プロジェクト開始時から 2005 年までにメルコスー

ルを訪れる日本人観光客数が 10万人近くに倍増といってよい伸び率を示し

ており、本件協力の成果を如実に示していると共に、本件協力が日伯の関係

に及ぼす政治的な影響をも物語っている。 

・ 「自然と文化」がブラジルとして日本人観光者に提供できる最大の魅力であ

ろう。2008年は日系移民 100周年であり、イベントを盛大にし相互に観光

促進を行いたい。これまでの良好な関係をすばらしい形で祝いたい。  

・ JAL便は現在週 3便運行となっているが、これを週 7便に増大すべきである。

このためにチャーター便の利用も考えてはいかがか。 

・ 本件協力においては 2005 年に JPMO設立し、ブラジル人が所長として活動し

た。２代目の所長もブラジル人であり、ブラジル政府の熱意を示している。

・ 昨年 10 月に開催したメルコスール観光大臣会議において、本件協力をメル

コスール側のオーナーシップにより継続実施すること、各国の日本人観光客

数の割合に応じて年間 50万ドルの予算を負担することに等についてメルコ

スール間で合意しており、具体化するために書面での合意を取り付ける予定

である。 

・ 本プロジェクト終了後についても、JICA による支援を期待するが、協力あ

るなしに関わらず、プロジェクトは維持し必要な資金は捻出していく。 

 

パトリック南米関係コーディネター： 

・ 本件協力はメルコスールで共同活動を行なう画期的な協力であり、前例のな

い活動が多い。こうした中で、ブラジル政府は歴代 JPMO 所長派遣など実現

させてきた。二代目ラエルシオ所長の場合、ブラジル国内法規等と整合性を

取るため派遣が遅れたが、ブラジルとしては最大限の努力を本件協力活動継

続に惜しまない。 

・ 大臣から2007年の10万人の観光客数の目標は低すぎないかとの懸念があっ

たが、プロジェクト開始前は僅か 5万人足らずであった。その倍増を目標と
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した点は妥当であったと思う（大臣も了承）。 

 

パウロペイショット国際協力庁特別協力課長 

・ ブラジルは南米諸国等と広域協力を進めてきており、JICA はこうした協力

に重要なパートナーである。本件協力は他の広域協力にも重要な参考事例と

なっており、国際協力庁としてもできうる限りの協力を行ないたい。 

 

ラエルシオ JPMO 所長 

・ JAL の増便の可能性は JAL 側と協議しているが、経営上の削減（例えば 8000

名規模のリストラ）やサンパウロ空港の混雑や留め置き時間等の問題もあり

すぐに解決できるものではないのが現状。 

・ バリグ航空の問題（会社更生法適用）も深刻。空路便で年間 70万席に穴が

開き、現状では大臣指摘のとおり 40万席の需要が満たされていないとの分

析もある。アメリカンやカナダエアーと交渉し、その埋め合わせの努力は継

続したい。 

 

佐々木団長 

・ 大臣の本プロジェクトに対する強いコミットメントに感謝申し上げる。先の

大臣会合の結果が、いち早く書面合意されることをお願いする。 

・ また、その合意に基づき、JPMO が来年 1月以降にメ側によって継続的に運

営されることがフェーズ 1 の成功の鍵でもあるので、関係各省庁と引き続き

協議いただき法的側面とともに事務手続きを進めていただきたい。 

・ 日本では今年から団塊の世代が定年に入る。団塊の世代は約 800万人に上

り、この世代はまだ年金で余裕のある生活ができるため、そのポテンシャル

は高い。現在「メ」を訪れる日本人旅行者数は 10万人に満たないが、今後

こうした定年者の増加により、日本人旅行者が増える可能性は非常に高いと

考える。こうした意味でも、本プロジェクトは大変時機を得たものであり、

プロジェクト終了後も「メ」が JPMO を維持・継続することを期待する。 

以上

収集資料 特になし 
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